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2 ー の年 別 件  

 21年  22年  23 年  

研究 6 1 1 

研究 14 10 10 

用化 発 13 10 15 

研究 1 1 10 

事 研究 16 1 11 

合計 50 23 48 

 
 

3 分 の年 別 件  
 21年  22年  23 年  

業部門 11 11 11 

生部門 10 2 13 

部門 2 3 3 

部門  5 4 7 

し 0 1 1 

合計 28 21 35 

 
これらの テー について、 ー や 分 と、 エネルギー 果 との関 性について

分析を行った。 
 

結論 
 
 、 分 と エネルギー 果 の間には相関関 が するという を て分析した結

果、一定の 向は見られなかった。 
 そこでさらに、 エネルギー 果 を き出す指 に 目し、分析を行った。これらの分析に

より、これまで を行ってきた 発の、 エネルギー 果 の 向を すると に、新た

な 発テー の り こしにつながる可能性について る。 

NEDO 実用化・ 業化 事業の実用化率向上に向けた 

制度運営に関する 考  

 

 
（ 行 人 ネ ー・ 業技術 合開発機構（NEDO）） 

 

 

 
１．は めに 

行 人 ネ ー・ 業技術 合開発

機構（NEDO）は、 業化・実用化 事業の

としてイノベーション実用化開発助成事業を平

成 12 年度から実施し、 間 業に対して、助成

期間後3年以内の実用化を目指す技術開発に助成

金を し、助成期間後 5年間の実用化状況報告

を助成事業者に して成果の ーを行

っている。本考 においては、助成事業の運営に

関 る の観点と助成事業の実用化 成状況

を比較検 することにより、助成金 件 に対

する実用化 成件 の割合である実用化 成率

（以下、「実用化率」という）の向上 について

考 する。なお、本助成事業における「実用化」

とは、 は イ ン ト等により が

発生することを う。 

 

． 業 の実用化 成率について 

助成の対 とする 業の を検 すること

は ・施 の検 において 要な要 であるた

め、平成 12 年度から平成 19 年度までに採択した

助成事業全356件について 業 に実用化率

を図表 1のとおり計算した。 

ベン ー 業、中 業、大 業は実用化率

32～34％を 成しており、NEDO の 期中期計

の 業化・実用化 事業に る実用化率・目標

が 25％であることを まえると、高い実用化

成状況であるといえる。 

ベン ー
企業

中 企業 大企業 大企業

実用化率（％）

34.0%

（33件
97件）

33.3％

（2 件
4件）

32.6％

（32件
9 件）

23.4％

（1 件
77件）

（ベン ー企業） 助成金申請時点で設立10年以内
（中 企業） 助成金申請時点で設立10年以 の中 企業
（大企業） 金300 以
（ 大企業） 金300 以

図表1. 12 19年度に採択した助成事業356件に する
実用化率

 

、 大 業は 23 4％であり、 の 3つの

業 ー と比較すると 10％ 度低い。この

を考 するために、平成 14 年度から平成 16

年度までに採択した助成事業 135 件について、以

下の を行った。後 の「 技術」

およ 事後評価 実施案件は対 外とした。なお、

平成 1 年度以 の公募においては、 大 業は

助成後 5 年以内に実用化 能な技術開発を行う

「 技術」 だけを応募 能としている。 

1） 業 とに採択 査・平 点 事後評

価・平 点を、図表 2のとおり算出した。 

2）助成期間後 5 年間に実用化 成である事業

の状況について、図表 3 のとおり、「技術開発

済み、事業化準備中」、「技術開発を継続中」、「中

止」に した。なお、「技術開発済み、事業

化準備中」については、 体的には、 市場

に向けて事業化準備中、 していた市場

ではない たな市場を 中、 してい

た市場の 上が いための ち状 等がある。 

3）助成期間終了後５年以内に実用化できなかっ

た について、NEDO 評価部の 調査による

実施・中止要 を参考にして、図表 4のとお

り した。2 と 3 は実用化状況報告書 平

成 21 年度委託調査における ン ート調査

果をもとにしている。 

大 業は事後評価・平 点が 5 92 点と に

される 業 よりも1点 度高いのにもかか

らず、「技術開発済み、事業化準備中」にある

事業の割合が 45 5％と に高いため、この 業

は事業化判断に に であると考えられ

る。 

ベン ー
企業

中 企業 大企業 大企業

案審査
平 点

206 215 205 20

事後評価
平 点

4.96 5.12 5.44 5.92

案審査は300点 点、事後評価は 点 点

図表2. 14 16年度に採択した助成事業135件に する
案審査・平 点、事後評価・平 点
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38 5

41 2

3 1

25 0

25 6

2 4

1 1

45 5

5 1

11 8

20 0

15

30 8

1 6

25

13 6

0 10 20 30 40 50 60 0 80 0 100

ベン ー企業

中 企業

大企業

大企業

図表3 企業 との助成事業終了5年 後の

実用化

成

技術開発済み、事業化準備中 技術開発を継続中 中止

 

技術的
の ト

ー ー
ーズとの

不

市場の変
化・見込
み い

・
等

ベン ー企業 13件 3件 2件 2件 7件
中 企業 件 2件 0件 3件 0件
大企業 12件 9件 6件 6件 3件

大企業 19件 12件 2件 16件 1件
各事業 とに の要 あり

図表4. 助成期間終了後5年以内に実用化で な った

 
また、 大 業は助成期間終了後５年以内に実

用化できなかった について、技術的 の

ト を る事業者が いの

で、開発要 が比較的 いテーマに り でい

ることが かる。また、 くの 大 業は、市場

の変化・見込み いを に ており、技術開

発済みであるが 市場の 上 ちという が

ある。また、 大 業は技術開発を継続中で

ある割合が 15 9％と高く、加えて、中止している

割合は 13 6％と も低いので助成事業の継続性

は も高い。以上より、 大 業は、 の 業

と比較すると、開発要 が い イ クな

テーマを申請していると考えられる。 大 業の

実用化率を高める としては、 開発関

部 だけではなく 業の経営 事業部の

い ットメントを採択時に き出し、加えて、

助成期間後3年以内の実用化の 能性を技術開発

要 や 市場の 上の観点から 査する

ことが考えられる。 

 

．提案 査 事後評価と実用化状況の関  

 ベン ー 業 中 業の実用化率向上

を検 するために、まずは、平成 14 年度から

平成 16 年度に採択した 135 件について、「 大

業と大 業」、「ベン ー 業と中 業」の

つの ー に けて、実用化状況と提案 査点

事後評価点の 関 を図表5のとおり計算

した。「 大 業と大 業」についての 関は見

られないが、「ベン ー 業と中 業」につ

いては、 関があるといえる ではないものの

提案 査点に関する 関 がマイ の を

し、また、事後評価点については い 関が見

られる。 

 「ベン ー 業と中 業」に らず、「大

業と 大 業」においても であるが、提案

査 果と実用化状況には て 関がないこ

とが かる。NEDO の 業化・実用化 事業は、

実用化の とともに、 性が高い 開発を

する 割をも っており、 ンジン な

開発要 を含 助成事業の提案 査・技術点は高

くなるが、 果として、それらの採択事業は NEDO

が採択することにより クを ったものの、実

用化に つかなかったと える。また、NEDO は

提案 査点が低い案件であっても クを い

採択し、それら事業を して、 終的に実用化

に つけることができたといえる。 

案審査・
技術点

案審査・
事業化点

事後評価・
技術点

事後評価・
事業化点

大・大企業（79件） 0.161 0.12 0.152 0.111
中 ・ベン ー（56件） 0.034 -0.206 0.234 0.196

図表5. 実用化 と 案審査・事後評価の
（ 14 16年度採択の135事業）

実用化は3点、事業化準備中・技術開発継続中は2点、中止は1点
として、 案審査と事後評価の点 との間で を 出した。  
 また、事後評価点については実用化状況との間

で い 関が確認された。これを に りする

ため、調査対 を平成 12 年度から平成 19 年度に

採択した「 大 業と大 業」1 3 件と「ベン

ー 業と中 業」150 件について、図表

6-1 6-2 に実用化状況と事後評価点の関 に る

図を 成した。図表中の「 調」とは、技術

点と事業化点はともに 点 点であり、この技術

点と事業化点がともに 点以上のことをいう。 
この「 調」であることの「ベン ー 業と

中 業」にとっての意 を考 するために、図

表 に事後評価 果が「 調」と評価された案件

等の実用化状況を した。 

 

0 00

1 00

2 00

3 00

4 00

0 00 1 00 2 00 3 00 4 00

事
後
評
価
・
事
業
化
点

事後評価・技術点

図表6 1 中 ・ベン ー

企業における事後評価点

と実用化 の比較

実用化 成

成

0 00

1 00

2 00

3 00

4 00

0 00 1 00 2 00 3 00 4 00

事
後
評
価
・
事
業
化
点

事後評価・技術点

図表6 2 大・大企業

における事後評価点

と実用化 の比較

実用化 成

成
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事後評価で「 」と評価 た110件の実用化率
＝ 47件／110件 ＝ 42.7％

事後評価で「不合 」と評価 た40件の実用化率
＝ 件／40件 ＝ 20％

事後評価で「 」と評価 た161件の実用化率
＝ 49件／161件 ＝ 30.4％

事後評価で「不合 」と評価 た12件の実用化率
＝ 1件／12件 ＝ .3％

中 企業・ベン
ー（150件）

図表7. 事後評価 果 「 」と評価 た案件の実用化
（ 12 19年度採択の323事業）

中断等により事後評価を実施していない案件、事業後5年以内の実用化
を目指す 技術 は対 とした。

大・大企業
（173件）

 
「ベン ー 業と中 業」は、事後評価で

「 調」であった 110 件のうち 4 件が実用化を

成しており、その割合は 42 ％に している。 

「 大 業と大 業」は事後評価 果が「 調」

と評価された案件の実用化割合は 30 4％である

が、この「 調」案件の実用化率が「ベン ー

業と中 業」の実用化率よりも 10％以上も低

いことは、 した 大 業の事業化判断の

さにも要 があるのではないかと考えられる。 

以上より、「ベン ー 業と中 業」は事

後評価 果が「 調」である場合には、その後の

実用化 成の 能性が 高まると考えられる。

ベン ー 業・中 業の実用化率向上 は、

助成事業期間中に NEDO による助成事業者の

技術開発 の や 対応をより効果的

に行うとともに、NEDO 技術経営の

による ン ン をより事業者の ー に

あった で積 的に行うことにより、事後評価に

おいて 件でも くの助成事業を「 調」に

させることが助成事業の実用化の 能性を高め、

果として、実用化率の向上につながるものと考

えられる。ただし、図表 のデータにあるとおり、

「ベン ー 業と中 業」は事後評価で「

調 ではない」と評価された場合においても実用

化を 成している割合が 20％と高いので、この場

合においても実用化の 能性が されているこ

とに留意する必要がある。 

 

．公募に関 る運営要 と実用化状況の関  

テーマを公募する事業の運営においては、

に く公募情報を し、 な案件の応募を

し採択するのかという点が、実用化率に を

すものと考えられる。実用化率向上につながる

効率的・効果的な公募運営について検 するため

に、平成 12 年度～平成 19 年度の全 16 の公募

における運営要 とその後の実用化 ・実用化率

の 関 を図表 のとおり算出した。 

応募件 と実用化件 の 関 が0 49とな

り、 者にはかなり い 関があることが かっ

た。 者の関 を 化した図表9-1を見ると、

的にも 関が いことは らかである。この

ことから、応募者が になれ なる にその

中に含まれる 案件の も増えていると考え

られ、実用化件 を高めるためには公募時に応募

件 を増やすための が められる。 

実用化件 （件） 実用化率（％）
応 件 （件） 0.749 -0.091
採択件 （件） 0.71 -0.315
採択 率（ ） 0.1 5 0.473
予 額（件） 0.503 -0.276

図表 . に る運営要 とその後の実用化 ・実用化
の （平成12年度 平成19年度の全16回の ）

 
 

また、採択 率と実用化率の 関 は 0 4 3

であり、 者には中 度の 関があることが か

る。 者の関 を 化した図表9-2を見ると、

その 関があることがさらに確認できる。応募者

を増やす意 については したが、ここにお

いても、実用化率を向上させるためには、応募

率に する「応募者 」を増やすための

り みを行うこと、それに加えて、提案 査時の

効果を高めて りす りの 案件を採択

していくことが必要であ う。 

ただし、 要な留意点としては、平成 15 年度

の ン ・大 発公募 においては 率 10 0

（ 0 件応募、 件採択）に しており、また、

平成 19 年度採択においては 率 3 （141 件応

募、1 件採択）と全 16 の公募のなかでこの

の応募 率が に高くなっており、公的助成

金を運営する 場としては、 の不採択となっ

た応募者の にもつながることも まえて、採

択 率の 化に した運営をしていくこと

も められるであ う。 
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５．事業期間の延長と中断の効果について 

 本制度においては、事業実施中のテーマを技

術・事業化の観点から評価を実施し、技術や市場

の情勢変化への対応等を目的とした１年間延

長・開発費増額による開発加速、事業期間途中に

おける中断を行っており、「延長」と「中断」の

それぞれの制度運営における効果を検証する。検

証に用いるデータは図表 10-1～3 に記載した。 

 事業期間の1年間延長による開発加速について、

その効果を検証するために実用化率を見ていく。

「延長」案件の実用化率は 24％であり、イノベー

ション実用化開発助成事業全体の実用化率より

も低いが、「技術開発済み、事業化準備中」、「技

術開発継続中」の案件を含めて実用化・継続の割

合を計算すると 69％となり、高い継続性が確認で

きる。なお、「延長」を申請した者のうち不採択

となり助成期間を 2年間で終えた事業者 4件のう

ち、3 件は助成期間後 5 年経過した時点では「開

発中止し、実用化断念」となっている。 

 また、「延長」案件は、NEDO 事業による社内へ

の効果である「技術蓄積」「人材育成」「外部との

ネットワーク構築」等が「効果あり」とする割合

が比較的高いので、「延長」を行うことにより、

開発テーマ以外の派生的な効果が大きく出てい

ると考えられる。 

 したがって、事業期間の 1年間延長・開発費増

額による開発加速の効果は高いといえる。ただし、

制度全体と比べると「延長」案件は助成期間終了

後に成果を実用化するまでに比較的、長期間を要

する傾向があることに留意する必要がある。 

 また、事業期間途中における中断については、

中断しない案件の実用化率が 21％であるのに対

して、中間評価により「中断」した案件の実用化

率が７％であるため、中間評価をすることにより、

「実用化の見込み有り」と評価された助成事業だ

けを中断せずに継続判断を下すマネジメントは

うまく機能しているといえる。 

 以上より、1 年間延長・開発費増額による開発

加速、事業期間途中における中断のそれぞれの運

営は、制度全体の費用対効果を高めるマネジメン

トとして効果的であるといえる。

事業期間の１年間延長による開発加速 事業期間途中における中断

制度の狙い
・イノベーション実用化開発助成事業
・企業における技術開発に対する助成事業。事業期間は２年間
であり、事業終了後3年以内の実用化を目指す。

・大学発事業創出実用化研究開発事業
・技術シーズを有する大学と実用化を担う企業による共同開発
に対する助成事業。事業期間は3年間（平成19年度以前は1年
間ないしは2年間での申請も可とした）であり、事業終了後3年以
内の実用化を目指す。

マネジメント

・平成14年度、平成15年度採択事業については、技術や市場
の情勢変化への対応等を目的とし、必要に応じて、開発助成金
の増額を含む事業期間の１年間延長による開発加速を行う。
・延長は助成先企業の任意。NEDOは「延長」申請者の技術面・
事業化面の審査を行い、延長可否の判断を行う。

・大学発の技術シーズを実用化するためには長期の開発期間を
要するので開発期間を3年間と設定した（平成19年度以前は1年
間ないしは2年間での申請も可）。
・3年間のうち2年間開発を行った時点で、全テーマの技術面・事
業化面の中間評価をすることにより、その後見込みのあるテー
マは継続し、見込みの無いテーマは中断の判断を行う。

図表10-1. 延長による加速、事業期間中における中断をおこなった各制度の運営について

 
 

事業期間の１年間延長による開発加速

実用化率 24%
（「延長」案件の実用化率）＝（実用化３件）／
（全１３件）＝２４％

実用化・継続
している案件
の割合

69%

「技術は確立済であり事業化準備中」、「現在、
技術開発継続中。将来、実用化予定」とする案

件を含めると、

（実用化・継続している案件の割合）＝（実用化３

件・継続６件）／（全１３件）＝６９％

その他

事業期間途中における中断

３年間実施
・実用化率

21%
（３年間実施した案件の実用化率）＝（実用化２
０件）／（全９６件）＝２１％

２年目中断
・実用化率

7%
（中間評価により「中断」した案件の実用化率）＝
（実用化１件）／（全１４件）＝７％

「延長」申請者のうち不採択となり助成期間を２年間で終えた事
業者４件のうち、３件は「開発を中止し、実用化を断念した」、１件

は「技術は確立済みであり事業化準備中」。

図表10-2. 延長による加速、事業期間中における中断の効果
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図表10 3 延長案件と制度全体の派生的効果の比較

延長案件（％）

10

制度全体（％）

2 2
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